
5.労働相談の事業

昭和3 6年8月の第一次釜ケ崎暴動の背景Vt､地区労働者の劣悪な労働環堤

があげられていた｡就労時の手配師の介在.強制労働.賃金不払.タコ部屋

的飯場の存在など.労働の場でー　人間らしい取扱いをされないことえの不満

がうっ積されていた｡したがって､事件直後ue発足したセンターの前身､府労

働部西成分室も､ V'き呑tJl.就労vlともなうさまざまなトラブルの相談を受

けざるをえなかった｡西成労働福祉センターVl業務が引継がれると,センタ

ーは地区労働者のよろず相談承り所となってー　その役割を果すようVeなるの

で参る｡

4 9年9月の機構改革で.紹介課に労働相談係が設置されて窓口業務の専

門化がお,こ表われると.賃金未払.労働条件違反などの労働相談が.折から

の不況も加わって急激夜増加をみせた｡それまで氷山の一角だけであったも

のが.その下の巨大を部分が顕在化してきたものと云えよう｡

労働相談を処理するvtもたって､センターとしては次のことVl寓意してい

る｡ともすると､相談Vr来た労働者から.賃金取立屋.事件屋的veさせられが

ち左のを.基本的Vl､労働者自からが.労働者としての権利を保障させてゆ

くのを.あくまで援助するという立場で処理をするということ.である｡

したがって.契約途中無断で退職し､賃金の請求もしていをi^で､賃金を

とってくれと去って来た場合には､退職の意思表示と賃金の請求を白からお宅

碇わせるところから初まる｡

昭和5 1年度の労働相談の概要は次の通りである｡

(1)賃金未払に関する相談

賃金未払の新親相談は2,428　件で､前年度の1,8 7 1件ye比べ5 5 7件.

約30¢の増加をみせている.継続ケースの再来を含めると延7,330名の

労鋤者が窓口を訪れていることVt在る｡ 48年のオイルショ　ック後の不況の

深重りで. 49年､ 50年と賃金未払の相談は増加の傾向をみせていたが､求

人状況が5 1年夏より好転してきたVtもかかわらず､今年度も更ve増加する
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形となった｡これは､これまで潜在的vtあった賃金未払のケースを.その場

で処理出来えたもの迄相談処理票でお､さえるようvt Lたためと思われる｡も

っとも､引続く不況で倒産件数は新記録を更新し続けていたし､建設業vtう

たかたのようVe浮んでは消える零細企業が多いという背景も見逃がすことは

出来をvl｡

賃金未払相談としてケース記録vlとどめられた1.387件のうち､未払金額

のはっきりしたものは956件.金額として24,689,999　円vlのはってV.

る｡一件あたり平均25,826円で､総件数にみたお､すと､約6千万円もの賃

金未払相談がセンターVtもちこまれたことVtなる.

前年度繰越し分を含めてー　当年度内vr解決が得られたものは,処理票での

舘決を除いて9 1 9件.金額vtして18.293i785　円と在る｡

相談処理票veよってその場で解決をみたのは1.0 4 1件で参るが､これは

窓口Vtおいて.相談者ve指導なり助言を与えることVtよって､相談者自から

が解決をしていったもので参る｡これらは前述の基本的立場に立ってー　問題

の性格やその経過.状況Vl応じて､労働者としての社会的責任や自覚をうな

がし.自主的vlr簡決を図るべく指導と援助を徹底した結果である｡

本年度veおいて中止したケースは403件､繰越しを含めた取扱総数の14.5i

となる｡中止Vl至ったケースVeは､鋤いた現場名や飯場の所在地ち.時とし

ては雇い主の名前すら覚えて在く､解決をはかろうVtも五里霧中で.相談者

が来所しなくなったものや.当人が途中で請求を断念したものなどが含まれ

ている｡

労働基遵法や､昨年1 0月ut施行された｢建設労働者の雇用の改善vt関す

る法律｣ VC義務づけられている｢雇人通知書｣の受渡しの徹底Veよって､こ

れらの中止ケースを少くすることが出来よう｡

相談ケースを業種別ytみると.建設業が8割を占め,製造業が1割_　その

他1割と在っている｡雇用形態別vtみると.現金仕事でのトラブルは僅かで

(年間21件)､その殆んとが期間雇用(飯場住込)などqtおいてである｡

依然として.賃金未払の発生源が.建設業ほお･げろ重層下請の末端で.し
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かも〟人夫供給業〝的色彩の濃い事業所(住込飯場)であることを物語って

いる｡これに.就労の際悪質手配師(売り込み手配師)が介在していると､

トラブルが生じやすく.またその解決も容易ではない｡

賃金未払vl至る経過や､その原因は大別して次の点vtLはられる｡

1)雇用契約を満了したが支払ってくれなかった場合｡

2)契約途中で無断退職(トンコ)した場合｡

3)自己退職した場合｡

4)解雇された場合｡

5)雇い主が蒸発ー　倒産した場合｡

1)の満期日が来ても支払ってくれないケースは.明らかqe賃金不払とし

て労基法vCふれるもので参る｡不況の中で.資金ぐりが悪い.元詰からの支

払が遅れている｡などの理由がふえているが.中yeは足とめとして故意vt遅

らせる悪質7E業者もいる｡

2)の無断退職(トンコ)の場合はー　退職理由がどうであれー　退職の意思

表示も､_賃金の請求もしていないので参るから.賃金未払は当然の帰結であ

る｡センターの方から電話をして恥をかく場合も参る｡

3)の自己退職の場合は.契約途中でやめたから.というのが不払いの中

心的な理由である｡ ｢契約は契約として守るべきである｡その履行は社会的

にみて当然である｣との雇い主側の主張もまた無視できない点であるが.働

いた賃金は支払ってもらわねはたら夜い｡

4)の解雇の場合は.当然支払をしてしかるべきなのだが.労働者側ve責

任のあることが多く､ q出てゆけp 'やめて帰れqと云われ賃金の支払も受

けずQe帰ってきている｡

5)の雇い主の蒸発.倒産の場合は､不払の原因がはっきりしてるだけvl.

労働者の怒りも大きく.また解決も困難左ケースが多い｡中Qeは偽装倒産と

思われるよう夜ケースもある｡

ここで退職理由qeふれてみたい｡ 2)の無断退職なり､ 3)の退職の申出

をした場合veしろ.中途で退職するUtはそれなりの理由が参る｡その理由は.
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別表のようVe多様である｡第1は.全く自己の都合vCよるもの｡この理由の

中では.健康上の理由の多いことが目につく｡第2は.仕事上の不満veよる

もの｡これVeは.単純肉体労働であること｡仕事がきつい.追V.回しが参る｡

汚れ仕事や危険な仕事が多い｡たどVCよるものでa)る｡第3yCは契約時の労

働条件が事実と相違したことVlよるもの｡これvtは､契約日数の違い.賃金

の達V.､作業内容の違いなどがあげられる｡第4は.飯場での待遇.居住性

が悪いこと.からげられる｡このことは.労働基準法や.寄宿舎規程ut違反

している実態のあることを物語っている｡さらvl.これらの幾つかが複合さ

れる場合も多い｡また.労働者の方qe一方的vt責任がある場合もある｡たと

えば.酒Vt酔って問題を起す､あるいは.この地域vtv.つの間作か扱い者せ

られるようqe舞い戻る.休日Vt遊びVe出て飲みすぎる姦どで所持金を便

vl尽くし.帰る金もなく在った｡などのケースである｡しかし_　その大多数

は.労働条件の劣悪さが退職の要因とたってV.る点は.見逃かせをい事実で

ある｡

賃金未払が簡決vr至る迄vtは迂余曲折がa)る｡退職の意思表示.賃金の請

求がまだ行われていない場合は､労働者自からが解決をはかるようvlするこ
{

とから始まる｡しかし､労働者側Ve責任があったり.｢取りve来い｣ ｢取りVl

行け互い｣75:どのやりとりなどには､サジを投げたくなるときもある｡話し

合いVlよる解決が進まないと労働基準監督署-の申告となる｡

しかし.労基vl申告したからと云って解決がスムーズVe行くわけでなく.

業者が暴力団とかかわりあいがあったりすると.一筋なわでゆかない｡宣,ら

時vtは管祭の協力も得て.解決ということVtなる｡

不況の中で､倒産もしくは､それに近いような状態で.賃金の支払が不能

とV'う場合がある｡このような場合. 5 1年5月vr公布された. ｢賃金の支

払の確保qe関する法律｣ VCよって不払賃金のうち一定の範囲内のものを国が

弁済するということveなったが.仲々これの通用を受けられないケースが多

く.今までのところ立替払V.を受けたケースは皆無である｡

なかVeは偽装倒産と思われるケースもめり.賃金を親方がもち逃げしてし
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まい.結局は元請業者が二重払いという形で肩替りしたというのもめる｡

長期veわたる賃金未払のケースも､ 1ケ月以上2ケ月分utも及ぶひどいも

のが､ 22件も参った｡

(2青む婁反に関する相談

条件違反の相談はー　現金仕事の場合は比較的少く､年間1 4件を数えるの

みであった｡もっとも.現金仕事がふえてくると､求人の充足がLveくいと

いうこともあって.漕加をみせる｡現金仕事でのトラブルは.作業内容の喰

い違いがもっとも多い｡建築雑役の仕事で行ったのqt. -トロの中での掘方

の仕事をさせられたとか.蔦の仕事をさせられたとか云うもので参る｡これ

らはいずれも条件の折り合いがつかず途中で帰って来るケースが多く.日当

の補償.休業手当の支払ということVeなる｡雨などveよる仕事の中止の時ら

同様で登る｡その他.残業手当の支給がない､少いとV.うのもめる｡

条件違反の大多数は､契約期間を定めて就労する期間雇用(住み込み飯場)

Veおいでで-,?.　これve悪質手配師(売り込み手配師)が介在する場合.ど

かく問題が起きやすい.やはり一番多いのは.賃金額に関するもので.5,000

円の約束で行ったのVe. 4,510円しか払ってくれなV.というものである｡

決ut契約日数のくV.違い. I 0日契約で行ったのに実際は15日契約だった

というもので参る｡その他,飯代の達V.､ N喰いぬをUで行ったのVl飯代を

ひかれた｡というのも多い｡職種.作業内容の違いは.現金仕事と適って.

就労する時は賃金の高い大工や鉄筋工で行ったのVl､土工在どの仕事をさせ

られ安い賃金で計算されたというケースの方が多い｡

条件違反というのは､雇用契約時の条件がどうであったかが､基本ueなる｡

ところが.法で定められた雇人通知書は受けとってない,センターVe求人申

込みもしてい希い.ただ手配師の口約束だけで就労したとvlう場合vtはその

基本が不明確なので.水かけ論vt在るときも多い｡労働相談vlもち込まれた

ケースの中､ 87%が.センター-求人申込みもして在の業者に就労した場

合のもので参る｡センター登録の場合は解決も容易である｡
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(t)就　労　条　件　等

次作.労働相談ve訪れた労働者の就労条件と.その実態をみることVeLよ

う｡

まず､就労ve際しての労働契約日数軸談記録よりみると､蒔悪霊平均

17.8日たったのが.今年度は15.1日と､短期化の傾向をみせている｡契

約日数別では､ 10日､ 15日契約が多く.ついて期間の定めのない契約と

なっている｡ 50年度は､不況の深まりのなかで､契約日数の長期化.期間

の定めない契約の増加となって一一度つかんだ仕事は大事vc､そして辛抱し

てゆく姿がみられた｡ 5 1年度は入って.建設業の景気の回復傾向がみられ

現金仕事が出てくるVe従って.ふたたび短期化の傾向がでてきたもので参る｡

では.こうして, 10日在り15日なり期間を定めて就労した労働者がど

のような経過をたどるかみてみよう｡ 707名の中.契約満了者は1 12名

で参り.あとの595名は中途退職者で遣る｡契約満了者のうち.ひき続い

て就労している者､あるいは就労を余儀なくされてV.る者が合わせて7 1名

も参る｡特Qe後者の場合､雇主側のなんらかの形での足とめが参り.悪意性

の参る場合もみうけちれる｡中途退職者の場合･何日位でやめて帰るケ~ス

が多いか.これを相談者の実労働日数(未払労鋤日数)でみてみると. 5 1

年度は契約日教の傾向と同じく短期化の傾向がてている｡全体の4 0旬が半

日から5日迄の間でやめており. 6日から10日までが31面となっている｡

中途退職が多いとvlうことは､一見この地域の労働者が,勤労意欲Vt欠け

た怠け者で参るかのようVe映るが､飯場の実態や労働条件の劣悪さなど､そ

の置かれてvlる客観的条件を無視することは出来ない｡といって.このこと

は決して.契約途中vt無断でやめてもよいということを容認するのではない｡

ただ.明確な点は､飯場vt行かざるを得なV.､追いつめられた生活の実態がそ

こVtあることであり.劣悪な労働環境の中で｢長期｣ uC拘束されることも.

不況で仕事が少V.時Vtは忍耐をざるを得在いのである｡ただ､その忍耐の許

容限界が個々の労働者昨よって異なるといった達V,と.地区寄場の現金仕事

の好､不況の状況とが連動して.労働者が契約の途中でやめてくる目数vt善
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が出てくるようで参る｡一方雇い入れる側も.これらの華僑を考慮し.その

時々の経済状況vlより､より募集しやすい方法(契約期間の長さの調節)を

選ぶが_基本的veは長く働いてもらいたいので.期間満了vE伴い.その延長

を労働者vt求めたり､賃金の支払をのはしたりする業者も出てくるのである｡

決yt.就労先事業所の所在地別分布状況をみると､大阪市内が1 2 6事業

所15-0毎.大阪府下が186事業所22.0何.他府県が523事業所63･0

%､となっており労働市場としての巾広さを果している｡昭和44年度万博

景気の頃が.大阪市内214事業所32.2居.大阪府下173事業所26･0

西､他府県278事業所4 I.8%で参るのVt比べると､市内が大巾ye減って

他府県が倍加していることが分かる｡大阪市内では､西淀川区_海区､大正

区が多く.府下では､堺.豊中､茨木.高槻が多い｡他府県では兵庫が166

事業所と断然多く､その中でも.尼崎､神戸.姫路vt集中している｡京都.

滋賀.奈良などは近畿一円で多いのはうなずけるutしても､愛知県の7 6事

業所は異常といってもよい｡とQeかく.北は北海道.東北､南は九州の南端

迄2 9都道府県veわたり.この地区労働者の広汎左就労先を物語っている｡

得ve問題事業所の多V'のか､兵庫県の尼崎､姫路で参る｡

就労現場は.行動学経が広V.だけve多岐veわたっている｡建設現場では､

地下鉄.新幹綾工事をはじめ.沖純の海洋博.青森の青函トンネル.福井の

原子力発電所.ダム工事などの大工事､それVt､都市開発のためのピル工事.

泉北ニュータウンづくり.学校建築､災害復旧工事,下水道工事､等々が参

め.したがって元請事業所も.鹿島,大成､清水.竹中､大林､熊谷などの

大手建設業者がほとんど顔を出している｡製造関係の現場では.新日鉄(広

価.名古屋.大分)､住友金属.神戸製鍋など製鉄現場.日立造船などの造

船現場などが多い｡

労働賃金は.職種別でみてい互いが､51年度の平均ではー　日額4,9 8 6円

と在っている｡年度当初と.年度末との比較では. 500円はどの上昇とな

っており, 5 0年度が殆んと変動が在かっ走のVe比べると.求人状況の好転

がそのまま反映しているものとみられる｡
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賃金未払相談処理状況
(昭和51年度)

訳 ��hｴｹ�ｩ&ｲ�刮�� 劔(h鈔�ﾈ�2�継続 件数 件数 冕)ZY,�ｾ��ﾘｧ｢�佇��B�支払金総額 

51.4 蔦�途�9g �"ﾃ3��紊)���144 都��1,652.27円 �3b�375 

5 ��ビ�74 白緜3�ﾃ#c��120 鼎��788,242 ���442 

6 �##��79 �"��ィﾃ�#��304 ��ィ�3,087,380 ��#��245 

7 �#Cr�96 �"��c2ﾃ��"�175 塔B�1,688.415 �#b�291 

8 �##��101 �"ﾃc�"ﾃsS��176 涛��I,738;234 �3��314 

9 ��sR�83 �"��#bﾃ3C��142 田r�I,408,074 鼎��298 

10 ��SR�89 �3��ﾃ3�ﾃ��B�101 鉄r�i,012,591 ���352 

ll ��C��82 �"ﾃ��3�#��96 鉄r�1,656469 ����387 

12 �#���57 ��ﾃS#偵#�2�227 塔"�1,690,049 �3��399 

52.1 ��s��71 �"ﾓCs2ﾃ3�b�157 鉄b�I.294.318 �#"�399 

2 �#���54 白ﾃC#ゅ鉄"�192 鉄b�921,037 �#��337 

3 �#Cb�77 白ﾃ�CBﾃS���222 鉄b�1.356,706 �3B�327 

合計 �"ﾃC#��956 �#Bﾃcビ纉湯�2,056 涛���18;293,785 鼎�2� 

就労時契約期間別月別分布状況　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 1年宴)

50 40 80 20 10 ���?ｨﾅ���

-一一一15日 

約.835638587.638.1-34836.7---:8ニ寧ナシ 
8018､2.5,::89:0-3-0:5:82:4:_聖.;.I-5-.-灘`4 

215.,16.1..;ら..2222諒＼*.-Jm1023㌧､ 

;I..'､,.15㌢/.761､言 

･'8'14°9､､､∴4芦-言iOJl6.,,,′′′､l:i:50.i 

＼/ I.1---/1.1 

/i 鉄�?ｦ吐都���弌�����&鉄)mｨ�2�

岳や 恕計 ER 礁皿 �"q ●=) �*ﾓ���ｶ��"ei く=) �*ﾘ�｢��,ﾂ�く〇 〇〇 宙���1録 e⊃ 亦��ｲ��r�II⊃ くブ 帽�ｲ��ｶ��Oi (重⊃ 柳��eo Cb 

一日 也 餐 事 刎ﾒ�CQ ト- 末ｨ�ﾒ���ﾒ�く> lie �7R�H*��1す ･一書 唯ﾒ�5��くo C一つ 友��42�I- eミ 薮ﾒ�くe ��(R�一g⊃ CQ d 

･恒 ��4��ﾒ�ﾄS��CD 1:〟 ��ｨ�｢�宙�ﾒ�⊂) (:東ブ 抱�r�Bﾒ�の しの 豫2�*ﾘ�ｲ�く〇 一く⊃ 薬��V��く〇 一{> �&Vﾂ�未��"131 く○ �*ﾘ*��*ﾓ��6rﾒ�

滝 口I 塞 風く �����b�しく⊃ ����く> �5��しく⊃ ��ﾂ��e- 册2ﾒ�t- �6ぴ�《=) ��ｨ爾�1㌔ 亡- 
Ⅲ e ��ｶ��F��CD eo 亦�7��ﾂ�"ql oo �*ﾘ�｢��ｨ�｢�i.ai lie 坊��V��くo Cヽミ �8�(7���ｨ爾�lo eQ �ｨ�｢�Cu eo 茶ｨｶ���辻��ｸ�ｲ�

皿 Ie ��ﾂ��*ﾘ耳�｢�く⊃ °○ 唯ﾒ�U��t- CJ �6��5��eO t重さ �6rﾒ�eQ ed ��≡. 白ﾒ�oi Cヽミ ��ｸ�｢��ｶ��T��

ロ:: 七､ 傍｢�5��cヽ● ○○ �6��･li �*ﾘ�ｲ�I- 宙���○○ ��ｶ��lo ��ｨ爾�1ミ● ��｢�VVﾂ�

義 噌 剖��6��oi 唯ﾒ�(プ} 粕��ﾒ����cO く○○ �7B�6��LC oミ 宙7gﾒ�t- �*ﾘ�ｲ�く⊃ eC �-��辻�*ﾘ�ｸ�ﾒ�

筆 過 �(鵤�ｲ�〇一 くo I- ���6rﾒ�e lo t- �*ﾓ��ﾄ��fﾒﾒ�くつ lo t- く> くつ く○ �4B�耳��ﾒ�Bﾒ�eヽ t- �6����Bﾒ�(≡) t- t- 唯ﾒ�Bﾒ�CP ol t- �*ﾗC2��ｶ��eQ くo ら.- 

壁 噌 �*ﾓ��*ﾓ��*ﾘ�ｲ�く> く⊃ く○ �*ﾓ���｢��ｨ�｢�e くつ 1㌔ 册 (≡) Le �*ﾓ��R�F��く> e te 宙+���*ﾘ�ﾒ�t��e e く○ �*ﾘ�ﾒ�*ﾓ��*ﾘ�ｲ�(≡) ⊂} t- 乏�R�VR�

堰 瞭 乏�R�2��くつ ○ ○ 乏�*ﾘ�ﾒ�*ﾘ,"�〇 a_- 乏�R�R�く> く> l=) 唐�*ﾘ,"�く> く=) e �*ﾘ�ﾒ�R�4B�くつ ○ ○ゝ �*ﾓ��*ﾓ��く> ⊂} od 乏�*ﾓﾔ��X爾�
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騒 血 潮 孤 璽 a 从R�ｲ�cヽ○ ○さ くo "ei ��ｨ�｢��ｶ��Bﾒ�友ﾆ��8 t- 1㌔ 佇��*ﾖ��&ﾆV��蔓 ･.すl 傍｢���"�6r�����S_ i重さ ����*ﾘ,"�VB�耳�｢�くつヽ ○} eo tが �ｨ��ﾒ���宛����+r�浅 _eJ- ｣一｡ ��ｸ�"�*ﾘ�｢�耳�｢�to ee o) ー1i 
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労働相談関係事業所･所在地分布状況(S.51.4-S｡52.3　833古巣所)

関東地方 劍ﾖ)�ﾘ里�東海地方 劔中国地方 

東京 ���=莓��千葉 �+ynﾂ�静岡 �I&ﾒ�肢卓 倅�B�岡山 儘ﾉ8r�山口 

･5 唐�6 ���1 都b�ll ��2�ll ��2�2 

四国地方 劍ｾ8�)&饑ｲ�劔fｹzI&饑ｲ�剴喧k 仄r�

香l一 �;�8r�高知 俚(椶�大分 估igｲ�鹿児島 兀�B�石川 亶ｸ�"�宮城 

1 ���5 ���1 ���I ����4 ���1 白�

相談労働者の年令別分布状況(S.51_4-S.52.8. 1203名)

(参考)

蒜､一一､一一三三 剞l数 剳S分比 鼎僖�7ｈ���S_50年度 �2�3吋�7��

20才未満 �0 ���0 ���0.1% �#B�

20 代 �#�ﾓ#B�27 ��ヲ�ll.6 湯紕�10.5 �3宝��

25-29 ���"�

30 代 �3�ﾒﾓィ�201 鼎モ�364 �3r�"�87.4 鼎��2�

35--89 �#3r�

40 代 鼎�簽CB�277 鼎Sb�37.9 �3�"�880 ��3B�

45--49 ��s��

50 代 鉄�簽SB�102 ��ッ�llJ8 ��"絣�12.3 釘���

55.-59 塔B�

610才以上 �34 塔B�2.8 �"縒�1.7 ��

平均年令　40.1才

労働相談ケース退職理由しろへ

(判明分のみ　800ケース)

自己の都合ほよ るもの �#���26.1% 佶(ﾔ��8,ﾉyﾙu"��y�ﾈ,ﾈｾ�x*ｨ敢*ﾒ��120 ��R��R�

遊びvt出てそのまま帰らず �3B�4.2 

酒の飲みすぎ､ケンカで居づらくなる �#��2.6 

帰省をど他用ができたため ��b�2.0 

その他(ただ何と在く｡友人がやめたので_ ����2.8 

仕事上の不満ve よるもの ��sb�22.0% 俶H馼*ｨ*ｸ,(*"�95 免ﾂ纈R�

使い方が荒い(休憩がないなど) �3��3.7 

休みが多い(雨や仕事がヒマで) �#2�2_9 

仕皐があもしろくなのo嫌Qeなった ��r�2.1 

その他(仕事先でのトラブルなど) 免ﾂ�1.4 

契約時の労働条 件が事実と相違 したため ��#��16_0% 佛��?ｩ�H,ﾈ�8*"育瓜Y?ｨ,ﾉ'�.ｨ.�ｭﾈ-竰�52 兎�R�賃金額の遠い �3"�4.0 

作業内容の遠t^ �#B�8.0 

その他(預け.飯代.残業手当_手配料) �#��2.5 

飯壕の待遇.局 住性が悪いため ��#��154% 兌X鈷ｴ8*ｨ敢*"��h*�+�,ﾈ敢*(,ﾈ*��ﾘ*(,�,r��84 釘繧R�

暴力をふるb打た(オヤジ.ポーンS.若い衆) �#"�2.8 

金を貸してくれをV. �#��2.6 

諸式.施設が悪い(ふとん.風呂.食事など) ����1.6 

13 ��綯�

その他(いやからせなど) �#��2.5 

解雇されたため 都B�9.8% 偬�,H.H*��h*�+�*ｨ敢*"ﾈ5�984ｨ,�,x,R��40 迭��R�やめて帰れ(仕事ぶりが悪い､休みがちなどt) ��b�2.0 

仕事がを_V,ため ����2.8 

契約満了vcよる もの 田b�8.2% ��66 唐�"R�

労災事故のため �#B�&0% ��24 �2��R�
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